
 

農地利用最適化推進委員担当区域 

 

 

区域名 区     域 

第１区 
有帆小学校区、高千帆小学校区のうち石井手、千崎、浜田町、高千帆台及

び若草町の地区 

第２区 
高泊小学校区のうち大塚、神帆、烏帽子岩及び緑ヶ丘の地区並びに高千帆

小学校区（石井手、千崎、浜田町、高千帆台及び若草町を除く。） 

第３区 高泊小学校区のうち後潟、高浜、船越及び青葉台の地区 

第４区 小野田小学校区、須恵小学校区、赤崎小学校区及び本山小学校区の全域 

第５区 厚狭小学校区のうち川上、湯の峠、赤川、柳瀬、福正寺及び沓山田の地区 

第６区 
厚狭小学校区のうち平沼田、籾の木、高の巣、森広、石束、不動寺原、今

市、厚狭緑ヶ丘、緑ヶ原団地、成松、加藤及び西善寺の地区 

第７区 
厚狭小学校区のうち鴨庄、西寄、西山、陽光台、鋳物師屋、野田千町、天

満町、常盤町及び寝太郎町の地区 

第８区 
厚狭小学校区のうち本町、殿町、貴船町、殿町社宅、野中、杣尻、末益、

広瀬、西下津、東下津、迫山、大谷及び火薬町の地区 

第９区 出合小学校区のうち大字山川の地区 

第 10 区 出合小学校区のうち大字山野井の地区 

第 11 区 厚陽小学校区の全域 

第 12 区 津布田小学校区の全域 

第 13 区 

埴生小学校区のうち上市、下市、大喜園、みゆき、本町、上中、浜崎、東

側、西側、前場団地、正寺、角野、糸根、糸根ヶ丘、江尻、大木、小埴

生、南傍示（王喜干拓王喜工区）及び赤子寝（王喜干拓埴生工区）の地区 

第 14 区 埴生小学校区のうち大字福田及び大持、吉田地、坂本、畑田地区 

 ※募集する区域については、区域名に下線を付しています。。  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


